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            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   佐々木事務総長、荒竹総括審議官 

           （説明員）  （人材局） 

             米村局長、髙田研修推進課長 

            （公務員研修所） 

             髙尾所長、岸本副所長、池田教務部長 

 

 議 題 

令和８年度研修実施計画（案） 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「令和８年度研修実施計画（案）」について、担当局から別添のとおり説

明があった。 

  

○ これに対し、伊藤人事官から、大変意欲的な内容であり、しっかり進捗管理し

て、研修の更なるアップデートを実現してもらいたいとの意見があった。 

  

○ 議題については、三人事官一致で了承された。 

 



 

1 

 

令和８年度の研修実施計画（案）等について 

 

 

令和８年２月５日 

人材局 

公務員研修所 

 

令和８年度の研修について、下記に掲げる方針に基づき、別添のとおり研修実施計

画を定め、研修を実施することとしたい。 

 

記 

 

全体の奉仕者たる国家公務員を育成するという理念の下、時代に対応した最先端の

研修へのアップデートに向けて、研修機会の拡大、重要な能力伸長のための研修の更

なる充実等を図り、職員のキャリアステージに応じて必要な研修が漏れなく提供され、

また、希望する学びをいつでも受講できる環境をつくり、国家公務員全体に主体的な

学びの文化（ラーニングカルチャー）を根付かせ、多様な人材からなる国家公務員全

体に期待される効果を及ぼすために、以下の改善等を行う。 

 

Ⅰ 研修の更なるアップデートに向けた取組 

・ 今年度作成中の国家公務員に求められる能力一覧を踏まえ、令和９年度の研修

体系の見直しに向けて検討を進めていく。 

・ 国家公務員として受けるべき研修、受けたい研修を広く受講できる環境の整備

に資するため、ＡＩ等を利活用した学びの機会の拡充や進化の可能性等について

調査・研究を行う。 

・ 内閣人事局やデジタル庁と連携し、研修管理共通システムの整備に向けた検討

を進めていく。 

 

Ⅱ 令和８年度の具体的実施内容 

１ 行政研修（別添１関係） 

(1) 新たな研修の導入等 

現行の階層別にデザインされた研修の枠を超えて、新たに階層横断研修を導

入し、行政課題に関わる現地での視察や対話を通じて、異なる世代や役職段階

の職員が共通の課題に取り組み学び合う研修を実施する。一方、行政研修（課

長補佐級）と同（課長補佐級特別課程）を統合するほか、一部研修の実施日数

等を合理化する。 

(2) 研修内容・実施方法の見直し 

① 初任行政研修において、本年度から入間市近郊企業、外交史料館、羽田空

港関連官署等での現場学習機会を導入したところ、新たに介護施設等の社会

福祉施設での現場学習の機会を導入する。 

② 行政研修（課長補佐級）において、新たに地方創生、持続型社会の実現、

包摂型社会の実現等の政策課題を設定し、現地視察や対話を通じて考察を深

院議資料 



 

2 

 

める研修を実施する。 

③ 行政研修（課長級）課長力向上コースについて、現状でも１ヶ月のマネジ

メント実践機会を組み込んだカリキュラムとした上で、受講後 1 年間、マネ

ジメントの実践をフォローアップしているが、これを更に強化するため、新

たに個人コーチングを導入してマネジメント実践の側面支援をする。 

④ 各研修において、現場学習の機会の充実やＡＩリテラシーに関する講義等

の拡充により政策立案能力等の向上につなげていくことや、新たな行政課題

に対応したカリキュラム等の見直し、公務外の人材育成機会との連携など、

時代の要請や各府省からのニーズに応じた資質・能力の向上に資する研修内

容・実施方法について引き続き改善を行う。 

 

２ テーマ別研修等（別添２、別添３関係） 

(1) 今後の公務を見据えた研修の開発・実施（新設） 

・ 今後さらなる社会変容が想定される中、能力一覧の結果等も踏まえて、

これから一層又は新たに必要となり得る考え方の涵養や能力向上を図る研

修を新規開発する。 

・ 具体的に実施するテーマ等は、今後検討の上、令和８年度中に試行的に

実施する。（現在想定されるテーマの例としては、学び続ける力、ＡＩリテ

ラシー、アジリティ、レジリエンス、イノベーション創出力など） 

(2) 国家公務員全体へのマネジメントの浸透のための取組 

・ 幹部級職員の組織マネジメントに対する意識啓発のための講演の対象者

拡大及びその実践のためのエクゼクティブ・コーチングを実施し、併せて

広く職員が研修を受講することの重要性についての認識向上を図る。 

・ 「パーソネル・マネジメント・セミナー」（オンライン）や「課長補佐

級・係長級マネジメントスキル基礎研修」（e-ラーニング）について、地方

事務局(所)と連携して周知の強化を図り、特にマネジメントに係る研修の

受講経験のない職員への受講を強く推奨することで、現場レベルの地方支

分部局まで含めた国家公務員全体でのマネジメントリテラシーの向上を図

る。 

(3) キャリア形成支援体制構築のための更なる取組 

・ 「各府省キャリアコンサルタント養成研修」を継続的に実施し、各府省

におけるキャリア形成支援の核となる人材の育成・増加を図る。 

・ 上記研修を通じたキャリアコンサルタント資格取得者などを活用し、研

修参加者などに対する個別のキャリア相談の機会を拡充する。 

(4) 多様な人材活躍のための取組 

・ 「多様な人材の活躍のためのオンライン・セミナー」のほか、内閣人事局

と共催の「女性職員のためのキャリア支援研修」や「共働き・共育て時代の

両立・キャリア支援セミナー」を実施し、女性を含む多様な人材の活躍を支

援する。 

・ 「実務経験採用者研修」の拡充や国家公務員制度に関する基本的な e ラ

ーニング研修のパッケージでの提供を通じて、中途採用者のオンボーディ

ングを支援する。 
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３ 派遣研修（別添４関係） 

・ 行政官長期在外研究員制度において近年見直した事項の定着 

・ 行政官短期在外研究員（リーダー派遣コース）の一層の周知及び円滑な実施 

 

以   上    



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 研修期間 実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

本府省において主に政策の企画立案等の業務に従事するこ
とが想定される新規採用職員について、国民全体の奉仕者
として必要な倫理観、使命感の自覚を促し、国民全体の視
点から施策を考えるための見識を養う。

国家公務員採用試験の結果に基づ
き採用され、職務の級を行政職俸
給表(一)２級（これに相当するも
のを含む。）に決定された職員

２日間 １回 900人

本府省において主に政策の企画立案等の業務に従事するこ
とが想定される新規採用職員について、①倫理観、使命感
の涵養、②行政ニーズの多様化、国際化等への対応、③セ
クショナリズムの弊害の排除を基本的な視点として、国民
全体の奉仕者としての自覚、国民全体の視点から施策を行
うための基礎的素養・見識を養うとともに、研修員相互の
理解と信頼を深める。

国家公務員採用試験の結果に基づ
き採用され、職務の級を行政職俸
給表(一)２級（これに相当するも
のを含む。）に決定された職員の
うち、将来、本府省において主に
政策の企画立案等の業務に従事す
ることが想定されると各府省が推
薦する者

３週間
程度

７コース
各コース
120人

1(2)

本府省において主に政策の企画立案等の業務に従事するこ
とが想定される、採用後おおむね２年を経過した職員を対
象として、自らの立場・使命・役割を確認し、行政官とし
ての在り方や今後の課題を認識するとともに、研修員相互
の理解と信頼を深める。

初任行政研修受講から２年経過し
た職員のうち、将来、本府省にお
いて主に政策の企画立案等の業務
に従事することが想定されると各
府省が推薦する者

４日間 ６コース
各コース
120人

各府省の課長補佐級の職員で政策の企画立案等の業務に従
事する者について、国民全体の奉仕者としての使命感を確
立し、国民全体の視点から施策を行えるよう行政的視野、
判断力、企画立案能力、管理的能力、社会的識見等の向上
を図るとともに、研修員相互の理解と信頼を深める。

次の①又は②に該当する者
①本府省課長補佐級に昇任後、概
ね１年以内の職員のうち、本府省
において政策の企画立案等の業務
に従事する者で、かつ概ね年齢45
歳以下の者
②Ⅱ種・Ⅲ種又は一般職等採用職
員のうち、本府省に勤務する課長
補佐級の職員で、計画的な育成が
図られている、かつ概ね年齢45歳
以下の者

４日間 ５回
各回

40人～60
人

1(1)
1(2)

各府省におけるグローバル人材の育成を図るため、海外で
の勤務・修学経験を有する課長補佐級の者を対象に、英語
による発表や外国人研修参加者との議論等を通じ、所管分
野での対外交渉業務等に携わるための行政的視野、判断
力、企画立案能力、交渉力、国際感覚等の向上を図るとと
もに、研修員相互の理解と信頼を深める。

各府省の課長補佐級の職員のう
ち、海外の大学院への留学経験者
及び在外勤務経験者で、国際業務
に将来的に携わる意欲のある者

３日間 １回 30人

初任行政研修

別添１　令和８年度行政研修実施計画（案）

研　　修　　名

国家公務員合同初任研修
　(内閣人事局と共催)

初任行政フォローアップ研修

行政研修（課長補佐級）

行政研修（課長補佐級）
国際コース



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 研修期間 実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

各府省の課長補佐級の職員で、近い将来、本府省の管理職
員として行政運営の一翼を担い、後に続く女性管理職員の
ロールモデルとなることが期待される者について、必要な
マネジメント能力の涵養を図る。また、公務における女性
の働き方について認識を深め、国民全体の奉仕者としての
職責の自覚や使命感を確立するとともに、研修員相互の理
解と信頼を深める。

各府省の課長補佐級の女性職員
で、本府省の管理職員候補として
各府省が推薦する者

３日間 １回 40人

各府省の課長補佐級の職員で、将来、本府省幹部職員とし
て行政運営の中核を担うことが期待される者について、府
省の枠組みを超えた国民全体の奉仕者としての使命感・責
任感、社会情勢の変化に対応し、新たな行政運営をリード
する意思と能力、国際社会におけるプレゼンスの発揮に資
する国際感覚等の向上を図るとともに、研修員相互の理解
と信頼を深める。

政策の企画立案等の業務に従事す
る年齢30歳代半ばの本府省課長補
佐級の職員で、各府省が将来の本
府省幹部職員として計画的に育成
しようとしている者

14日間
程度

１回 25人 1(1)

各府省の課長級の職員について、国民全体の奉仕者として
の使命感の高揚を図り、組織統率力、人材育成力、危機管
理能力及び政策の実現に必要となる対外的説明能力を充実
させるとともに、研修員相互の理解と信頼を深める。

本府省課長級に昇任後、概ね３年
以内の職員のうち、本府省におい
て組織管理の中核を担うことが期
待される者

２日間程度
又は

４日間程度
３回

24人
又は
40人

1(2)

国家公務員採用Ⅱ種試験、国家公務員採用Ⅲ種試験又は国
家公務員採用一般職試験等によって採用され、勤務成績優
秀な係員に対し、国民全体の奉仕者としての自覚、国民全
体の視点から施策を行うための基礎的素養・見識を養うと
ともに、研修員相互の理解と信頼を深め、将来の幹部職員
への登用を視野に入れた育成に資する。

・Ⅱ種・Ⅲ種又は一般職等採用職
員のうち係長昇任直前の職員
・計画的育成者又はその選抜の候
補となる成績優秀者

４日間 ２回
各回
60人

1(1)

Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する
指針に基づき、各府省が幹部登用に向けて計画的に育成し
ようとしている本府省の係長級の職員について、国民全体
の奉仕者としての使命感、国民全体の視点から施策を行う
ための基礎的素養、行政的視野、企画立案能力、社会的識
見等の向上を図るとともに、研修員相互の理解と信頼を深
め、登用の着実な推進に資する。

・Ⅱ種・Ⅲ種又は一般職等採用職
員のうち本府省に勤務する係長級
の職員で、計画的な育成が図られ
ている者
・概ね年齢35歳以下の者

４日間 ３回
各回
50人

1(1)

研　　修　　名

行政研修（課長補佐級）
女性管理職養成コース

行政研修（課長補佐級）
リーダーシップ研修

行政研修（課長級）
課長力向上コース

行政研修
（係員級特別課程）

行政研修
（係長級特別課程）



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 研修期間 実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

各府省の課長級以上の職員について、参加の容易な形式で
の研修機会を設け、様々な行政課題に関する講演、意見交
換等を通じて参加者相互の啓発、理解等を図り、国民全体
の視点から施策を行うための識見を高める。

本府省課長級以上の職員 ２時間 ６回 （希望者）

各府省の様々な職制段階にある職員の参加を得て、行政課
題に関わる現地での視察や対話を通じて、参加者相互の啓
発、理解等を図り、国民全体の視点から施策を行うための
識見を高める。

本府省課長級以上、室長級、課長
補佐級及び係長級職員

２日間 １回 40人 1(1)

研　　修　　名

行政フォーラム

階層横断研修



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 実施方法
研修期
間

実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

幹部職員が高い見識を持ち、国民の信頼を得ながら公
正に職務を遂行できるよう、その役割認識の徹底及び
倫理観・使命感の涵養を図る。

本府省局長級官職への昇
任者

オンライン １日 １回 70人 2(1)

消費生活センター等の相談窓口における体験研修等を
通じ、特に本府省等において政策の企画・立案に当た
る審議官級職員が消費者・生活者の声に触れることに
より、今後の行政や公務員の在り方について考える契
機とする。

本府省審議官級官職への
昇任者

参加者の現場派
遣、
オンライン

２日 １回 150人

複雑・高度化していく行政ニーズや、職場をめぐる環
境、職員意識の変化に対応するための鍵となる管理職
職員のマネジメント能力について、各府省の管理職職
員が広くマネジメントの知識や理論、ノウハウに触れ
る機会を設け、各職員の今後のマネジメント能力向上
の契機とする。

本府省び地方機関に勤務
する管理職職員

オンライン（全
国配信）

半日 １～２回
各回
1000人

2(1)

行政の現場において、実務やチーム運営の要を担う課
長補佐・係長に対して、マネジメントに係る基礎的な
知識やスキルを身に付けさせることで、各府省の現場
を円滑かつ健全に運営していくことを支援する。

本府省及び地方機関に勤
務する課長補佐級・係長
級職員

eラーニング、
対面

２日 １回
eラーニング：

3000人
対面：150人

2(1)

自府省の状況を踏まえてキャリア形成支援を体系的に
進めていくことを可能にする「プロ」を各府省に配置
するため、各府省の職員のキャリアコンサルタント資
格の取得を支援する。

各府省に勤務する職員
で、自府省の中でキャリ
ア形成支援を進めていく
ことが期待される職員

オンライン ３か月 １回 20人 2(2)

パーソネル・マネジメント・
セミナー

別添２　令和８年度本院実施研修(派遣研修を除く。)実施計画（案）

研　　修　　名

幹部に対する役割認識の
徹底のための研修

昇任時相談窓口等体験研修

課長補佐級・係長級職員
のためのマネジメントスキル

基礎研修

各府省内キャリアコンサルタ
ント養成研修



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 実施方法
研修期
間

実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

一定程度の勤務経験を積んだ職員に対し、自身の今後
のキャリアを明確にし、そこへ近づくための具体的な
行動内容を自己決定するための考え方や手法を習得さ
せる。
併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を支援
するための個別のキャリア相談を実施する。

本府省に勤務する30歳台
の職員

対面 １日 １～２回
各回

30～40人

一定期間の勤務経験を有する若手職員に対し、働くこ
とへの価値観や理想の働き方について改めて考え、自
らの将来像を鮮明化させる機会を付与する。
併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を支援
するための個別のキャリア相談を実施する。

本府省に勤務する勤務経
験３年以上の20歳台の職
員

対面 １日 １～２回
各回

30～40人

民間企業等からの採用者に対し、受講者同士での仕事
の進め方に関する違和感等の共有などを通じて、同じ
立場の研修員相互の人的ネットワークの形成を支援
し、公務員生活の開始を支援する。

本府省及び地方機関に勤
務する民間企業等からの
採用者

対面 １日 ５回
各回
50人

2(3)

職場におけるメンター、メンタリングに関する基本的
な知識とコミュニケ－ション・スキルを習得させる。

メンター・プログラムの
メンターとなることが予
定されている職員

対面 半日 １～２回
各回

30人程度

多様な職員が能力を発揮できる職場環境を整備するた
め、各職場の人事管理・人材育成の責任を有する管理
職員を対象に、DEIの推進に向けた意識啓発を図る。

原則として人事担当業務
を行う管理職員

オンライン（全
国配信）

半日 １回
各回
1000人

2(3)

女性職員の主体的・積極的なキャリア形成を支援する
ため、キャリア形成に関する知識の付与や相互啓発等
による業務遂行能力やマネジメント能力等の伸長、府
省を越えた人的ネットワーク形成の機会等を提供す
る。併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を
支援するための個別のキャリア相談を実施する。

本府省に勤務する女性職
員のうち、主に２０歳台
から３０歳台の課長補
佐・係長級の職にある者

対面、
オンライン

４日 １～２回
各回
40人

2(3)

「共働き・共育て」時代において、男女問わず仕事と
育児を両立しながらのキャリア構築を支援する。
併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を支援
するための個別のキャリア相談を実施する。

主に20～30代の育児中の
男女

オンライン 半～１日 1回程度 数百人程度 2(3)

研　　修　　名

キャリア支援研修30

キャリア支援研修20

実務経験採用者研修

メンター養成研修

多様な人材の活躍のための
オンラインセミナー

女性職員のための
キャリア支援研修
（本府省コース）
(内閣人事局と共催)

共働き・共育て時代の両立・
キャリア支援セミナー
(内閣人事局と共催)



目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 実施方法
研修期
間

実施回数 予定人員
資料①
記載箇所

研修企画・教育指導等の職務遂行に必要な基礎的知識
の修得及び実践的な能力の向上を図る。

おおむね着任後１年未満
の、研修企画又は教育指
導を担当する職員
※地方事務局・所の該当者の
受講も可とする。

対面（又はオン
ライン）

１日 １回 40人

今後の社会変容を見据え、これから必要となる考え方
の涵養・能力の向上を図る。（試行実施）

研修企画又は教育指導を
担当する職員、受講を希
望する職員

オンライン １日 １～２回 150人 2(4)

研修担当官能力向上研修

今後の公務を見据えた研修

研　　修　　名



研　　修　　名 目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 研修期間
実施回数

（各地方事務局
(所)ごと）

予定人員
（各地方事務局
(所)ごと）

資料①
記載箇所

幹部行政官セミナー
各界の有識者を交えて、これからの行政と行政官の在り
方を考える。

管区機関の長級の職員 半～１日 １回 20-30人

管理監督者研修
(課長補佐研修、課長研修)

職務の遂行に必要な広範な行政的識見を更に深めさせ、
相当高度の管理能力を習得させることにより、地方機関
における幹部となるべき公務員を育成し、併せて政府職
員としての一体感を培う。

管区機関の課長補佐又は課長
（これらと同等と認められる者
を含む。）で、勤務成績が優秀
なもの

１～４日 １～２回
各回
30-50人

係長研修

職務の遂行に必要な幅広い知識、教養及び広範な行政的
視野、基本的な管理能力並びに社会的識見を付与するこ
とにより、将来地方機関における中堅幹部となるべき公
務員を育成し、併せて政府職員としての一体感を培う。

管区機関等の係長（これと同等
と認められる者を含む。）で、
勤務成績が優秀なもの

２～４日 １～２回
各回
30-50人

中堅係員研修

職務の遂行に必要な知識、技術、態度及び広範な行政的
視野並びに社会的識見を付与することにより、地方機関
における行政運営の中核となるべき公務員を育成し、併
せて政府職員としての一体感を培う。

行政職俸給表（一）２級の官職
に在職する者（これと同等と認
められる者を含む。）で、勤務
成績が優秀なもの

２～４日 １～２回
各回
30-50人

新採用職員研修

国民全体の奉仕者としての使命と心構えを自覚させ、新
採用職員として各府省に共通して必要な業務遂行上の基
礎知識、技能、態度を養成し、併せて政府職員としての
一体感を培う。

行政職俸給表(一)１級の官職
(これに相当すると認められる
官職を含む。）に採用された者

３日 １回 30-50人

メンター養成研修
職場におけるメンター、メンタリングに関する基本的な
知識とコミュニケーション・スキルを習得させる。

メンター・プログラムのメン
ターとなることが予定されてい
る職員

半～１日 １回 40-50人

別添３　令和８年度地方機関職員研修実施計画（案）



研　　修　　名 目　　　　　　　　　的 対　　象　　者 研修期間
実施回数

（各地方事務局
(所)ごと）

予定人員
（各地方事務局
(所)ごと）

資料①
記載箇所

女性職員のための
キャリア支援研修
（地方機関コース）

女性職員の主体的・積極的なキャリア形成を支援するた
め、キャリア形成に関する知識の付与や相互啓発等によ
る業務遂行能力やマネジメント能力等の伸長、府省を越
えた人的ネットワーク形成の機会等を提供する。

地方機関の女性職員のうち、原
則として係長級の職員

２～３日 １～３回
各回
30人

2(3)

キャリア支援研修30

一定程度の勤務経験を積んだ職員に対し、自身の今後の
キャリアを明確にし、そこへ近づくための具体的な行動
内容を自己決定するための考え方や手法を習得させる。
併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を支援す
るための個別のキャリア相談を実施する。

地方機関に勤務する30歳台の職
員

１日 １回 40人

キャリア支援研修20

一定期間の勤務経験を有する若手職員に対し、働くこと
への価値観や理想の働き方について改めて考え、自らの
将来像を鮮明化させる機会を付与する。
併せて、それぞれの職員に応じたキャリア形成を支援す
るための個別のキャリア相談を実施する。

地方機関に勤務する勤務経験３
年以上の20歳台の職員

１日 １回 30人

その他テーマ別研修
その他、個別のテーマを設定して研修を実施
（マネジメント研修、ダイバーシティ等）

研修内容に応じて設定

※一部研修については、各地方事務局（所）及び各府省の地方機関の事情に応じ、令和８年度中に実施しないことや他研修への参加で代替することができる。



応募資格 研修期間 派遣先及び派遣予定人員 備 　考
資料①

記載箇所

 原則として、
　２年又は１年   外国の大学院等　　　１５９名
  ※博士課程に
　進学する場合 （内訳）米国　　　　　　７０名
　は延長可能 　　　　英国　　　　　　６０名

　　　  フランス　　　　　７名
　　　　オーストラリア　　５名
　　　　ドイツ　　　　　　４名
　　　  オランダ　　　　　３名
　　　　中国　　　　　　　２名
　　　　スイス　　　　　　２名
　　　　スウェーデン　　　２名
　　　　香港　　　　　　　１名
　　　　カナダ　　　　　　１名
　　　　イタリア　　　　　１名
　　　　ベルギー　　　　　１名
   （令和７年度　　　 １４０名）

　

 原則として、 令和８年度派遣予定者は現在審査中

　（令和７年度　２２名）

（内訳）　調査研究コース　　１０名
          特別コース　　　　　３名
　      　公共政策コース　　　１名
　        国際機関コース　　　２名

　　　　　リーダー派遣コース　６名
　

 原則として、   国内の大学院　　  　　１３名
 ２年以内  

   （令和７年度　　 　　１８名）

 原則として、   国内の大学院　　　　　　６名
 ３年以内  

   （令和７年度　　　　 　９名）

別添４　令和８年度派遣研修実施計画（案）

研　　修　　名

行政官長期在外研究員制度

在職期間が１０年未満（各
省各庁の長が人事管理上必
要と認める場合は必要と認
める年数未満）の勤務成績
優秀者

行政官短期在外研究員制度

在職期間が６年以上で行
(一)３級以上の勤務成績優
秀者

・特別コースは、Ⅱ・Ⅲ種等採用職員
の登用施策の一環として、Ⅱ・Ⅲ種等
採用職員の幹部職員への登用の推進に
関する指針に基づく計画的育成者を対
象とする。

・リーダー派遣コースは、本府省の課
室長級の職員を対象とする。

１年間を限度

3

3

行政官国内研
究員制度

修士課程コース
在職期間が２年以上18年未
満(行(一)１級～６級)の勤
務成績優秀者

博士課程コース
在職期間が２年以上25年未
満(行(一)２級～９級)の勤
務成績優秀者


